
議案第 号 

 

      地方公務員法及び地方自治法の一部を改正す 法律の施行に伴う 

関係条例の整備に関す 条例の制定について 

 

  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正す 法律の施行に伴う関係条例の

整備に関す 条例を別紙のとお 制定す 。 

 

    令和元年 月 日提出 

 

日野町長 﨏 田 淳 一 

 



地方公務員法及び地方自治法 一部を改正 法 施行 伴う関係条例 整備 関

条例 制定 必要 理由 概要 

 

1 背景及び趣旨  

地方公務員法及び地方自治法 一部改正 新た 会計年度任用職員制度

創設さ たこ 伴い 本町 関係 条例 つい 所要 整備を行 う  

 

「 施行期日 

 令和「年4月1日 

 

」 制定内容 

。1) 日野町職員 給与 関 条例 一部改正 

 会計年度任用職員 給与 つい 別 条例 定 こ こ

別 定 こ 議案第86条 日野町会計年度任用職員 給

与及び費用弁償 関 条例 こ  

 寒冷地手当 つい 現在支給し 今 支給 こ いこ

削 こ  

 

。「) 日野町職員 分限 関 条例 一部改正 

  会計年度任用職員 つい 休職 期間を定 こ  

 

。」) 日野町職員 懲戒 手続及び効果 関 条例 一部改正 

  会計年度任用職員 つい 懲戒 減給対象 こ  

 

。4) 日野町条件附採用職員及び臨時的任用職員 分限 関 条例 一部改正 

  条件附採用職員を条件付採用職員 改  

 

。5) 日野町職員 職務 専念 義務 特例 関 条例 一部改正 

  職務 専念 義務 特例対象 教育長を追加  

 

。6) 日野町職員 勤務時間 休暇等 関 条例 一部改正 

引用 整備及び会計年度任用職員 勤務時間等 つい 別 定 基準 従

い 任命権者 定 こ  

  

。7) 日野町職員 育児休業等 関 条例 一部改正 

 育児休業 職員 うち 会計年度任用職員を勤勉手当 支給対象 除

く旨を明記 こ  

  育児休業をした職員 うち 会計年度任用職員を育児休業 復帰

け 号給 調整 対象 除くこ  



 

。8) 日野町特別職 職員 非常勤 報酬及び費用弁償 関 条例 一部改

正 

  引用 整備及び改正 伴う職 整理を行う  

 

。9) 日野町技能労務職員 給与 種類及び基準 関 条例 一部改正 

 会計年度任用職員 給与 つい 日野町会計年度任用職員 給与及び

費用弁償 関 条例を準用 こ  

 寒冷地手当 つい 現在支給し 今 支給 こ いこ

削 こ  

 

。10)日野町職員等 旅費 関 条例 一部改正 

地方公務員法第「「条 「第1項第「号 職員。常勤 者) 旅費 支給対象

旨 規定 整備を行うこ  

 

。11)日野町簡易水道事業 勤務 職員 給与 種類及び基準 関 条例 一

部改正 

 会計年度任用職員 給与 つい 日野町会計年度任用職員 給与及び

費用弁償 関 条例を準用 こ  

 寒冷地手当 つい 現在支給さ 今 支給 こ い

こ 削 こ  

 

。1「)日野町職員定数条例 一部改正 

定数 会計年度任用職員 除 う所要 改正を行うこ  

 

。1」)日野町人事行政 運営等 状況 公表 関 条例 一部改正 

公表 対象 職員 地方公務員法第「「条 「第1項第「号 職員 常勤

者 を加え こ  

 

 



地方公務員法及び地方自治法 一部を改正 法 施行 伴う関係条例 整備 関 条例 

 

日野町職員 給与 関 条例 一部改正  

第1条 日野町職員 給与 関 条例医昭和48 日野町条例第6号〃 一部を次 う 改正  

改正  改正前 

 

医目的〃 

第1条 条例 地方公務員法医昭和「5 法 第「61号

法 いう 〃第「4条第5項 規定 基 法第」条第「項

規定 職員医地方公営企業等 労働関係 関 法 医昭和「7

法 第「89号〃第」条第4項 規定 職員及び 法附則第5項 規定

単純 労務 雇用さ 職員を除く 職員 いう 〃

給料 管理職手当 扶養手当 居手当 通勤手当 単身赴任

手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手

当 管理職員特別勤務手当 期末手当 勤勉手当及び特殊勤務手

当 関 事項を定 を目的  

 

医給料〃 

第「条 給料 日野町職員 勤務時間 休暇等 関 条例医 成6

日野町条例第「1号 勤務時間条例 いう 〃第8条第1項

規定 正規 勤務時間医 単 正規 勤務時間 い

う 〃 勤務 対 報酬 あ 管理職手当 扶養手当

居手当 通勤手当 単身赴任手当 時間外勤務手当 休日勤務

手当 夜間勤務手当 宿日直手当 管理職員特別勤務手当 期末

手当 勤勉手当及び特殊勤務手当を含 い  

 

 

 

第「1条 削除 

 

 

 

医目的〃 

第1条 条例 地方公務員法医昭和「5 法 第「61号

法 いう 〃第「4条第5項 規定 基 法第」条第「項

規定 職員医地方公営企業等 労働関係 関 法 医昭和「7

法 第「89号〃第」条第4項 規定 職員及び 法附則第5項 規定

単純 労務 雇用さ 職員を除く 職員 いう 〃

給料 管理職手当 扶養手当 居手当 通勤手当 単身赴任

手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手

当 管理職員特別勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当及

び特殊勤務手当 関 事項を定 を目的  

 

医給料〃 

第「条 給料 日野町職員 勤務時間 休暇等 関 条例医 成6

日野町条例第「1号 勤務時間条例 いう 〃第8条第1項

規定 正規 勤務時間医 単 正規 勤務時間 い

う 〃 勤務 対 報酬 あ 管理職手当 扶養手当

居手当 通勤手当 単身赴任手当 時間外勤務手当 休日勤務

手当 夜間勤務手当 宿日直手当 管理職員特別勤務手当 期末

手当 勤勉手当 寒冷地手当及び特殊勤務手当を含 い

 

 

医寒冷地手当〃 

第「1条 寒冷地手当 任命権者 毎 11月 翌 」月 各月

初日医 基準日 いう 〃 い 在職 職員医任命権者

定 職員を除く 〃 対 支給 採用 異動等



 

 

「 削除 

 

 

 

 

 
 

 

 

医管理職手当等 支給方法〃 

第「「条 管理職手当 扶養手当 時間外勤務手当 休日勤務手当

夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当及び勤勉手当 支給方法 関

必要 事項 任命権者 別 定  

 

医休職者 給与〃 

第「4条 略 

「 職員 結 性疾患 法第「8条第「項第1号 掲 事由 該

当 休職 さ 休職 期間 満「

給料 扶養手当 居手当及び期末手当 100

分 80を支給  

」 職員 前「項 外 心身 故障 法第「8条第「項第1号 掲

事由 該当 休職 さ 休職 期間 満1

給料 扶養手当 居手当及び期末手当

100分 80を支給  

 

 

第「6条 削除 

 

 

事由 職員 在職 者 対 様

 

「 寒冷地手当 額 基準日医基準日 翌日 新 職員

者 あ 翌月 初日 〃 職員 世 等

分 応 次 表 掲 額  

世 等 分 

世 主 あ 職員 他 職員 

扶養親族 あ 職員 他 世 主 あ 職

員 

17,800 10,「00  7,」60

 

医管理職手当等 支給方法〃 

第「「条 管理職手当 扶養手当 時間外勤務手当 休日勤務手当

夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当及び寒冷地手当

支給方法 関 必要 事項 任命権者 別 定  

 

医休職者 給与〃 

第「4条 略 

「 職員 結 性疾患 法第「8条第「項第1号 掲 事由 該

当 休職 さ 休職 期間 満「

給料 扶養手当 居手当 期末手当及び寒冷地手当

100分 80を支給  

」 職員 前「項 外 心身 故障 法第「8条第「項第1号 掲

事由 該当 休職 さ 休職 期間 満1

給料 扶養手当 居手当 期末手当及び

寒冷地手当 100分 80を支給  

 

医賃金等 雇用 職員 給与〃 

第「6条 賃金等 雇用 職員 い 任命権者 条例

規定 わ 他 職員 権衡を考慮 予算 範囲

給与を支給  



医再任用職員 い 適用除外〃 

第「7条 略 

 

医会計 度任用職員 給与〃 

第「7条 「 法第「「条 「第1項 規定 会計 度任用職員 給与

別 条例 定  

 

医再任用職員 い 適用除外〃 

第「7条 略 

 

 

 

  



日野町職員 分限 関 条例 一部改正  

第 「条 日野町職員 分限 関 条例医昭和 45 日野町条例第 1」 号〃 一部を次 う 改正  

改正  改正前 

 

医休職 効果〃 

第 」 条 略 

「 及び 」 略 

4 法第 「「条 「第 1項 規定 会計 度任用職員 対 第 1項

規定 適用 い 項中 」 を超え い範囲 あ

法第 「「 条 「 第 「 項 規定 基 任命権者 定 任期

範囲  

 

 

医休職 効果〃 

第 」 条 略 

「 及び 」 略 

 

 

 

 

 

 

日野町職員 懲戒 手 及び効果 関 条例 一部改正  

第 」条 日野町職員 懲戒 手 及び効果 関 条例医昭和 45 日野町条例第 15号〃 一部を次 う 改正  

改正  改正前 

 

減給 効果〃 

第 」 条 減給 1日 6箇月 期間 給料 月額 法第 「「 条

「 第 1項第 1号 掲 職員 い 日野町会計 度任用職

員 給与及び費用弁償 関 条例 和元 日野町条例第 号

第 16 条 規定 報酬 額 10 分 1 相当 額を給与

減  

 

 

医減給 効果〃 

第 」 条 減給 1日 6箇月 期間 給料 月額 10 分 1

相当 額を給与 減  

 



日野町条件附採用職員及び臨時的任用職員 分限 関 条例 一部改正  

第4条 日野町条件附採用職員及び臨時的任用職員 分限 関 条例医昭和45 日野町条例第14号〃 一部を次 う 改正  

 改正  改正前 

 

日野町条件付採用職員及び臨時的任用職員 分限 関 条例 

 

医目的〃 

第 1 条 条例 地方公務員法医昭和 「5 法 第 「61 号〃第 「9 条

「 第 「項 規定 基 条件付採用期間中 職員及び臨時的

任用さ 職員 分限 関 必要 事項を定 を目的

 

 

医分限〃 

第 「 条 任命権者 条件付採用期間中 職員 次 各号 1 該当

場合 い 意 反 を降任 又 免職

 

医1〃及び医「〃 略 

 

 

日野町条件附採用職員及び臨時的任用職員 分限 関 条例 

 

医目的〃 

第 1 条 条例 地方公務員法医昭和 「5 法 第 「61 号〃第 「9 条

「 第 「項 規定 基 条件附採用期間中 職員及び臨時的

任用さ 職員 分限 関 必要 事項を定 を目的

 

 

医分限〃 

第 「 条 任命権者 条件附採用期間中 職員 次 各号 1 該当

場合 い 意 反 を降任 又 免職

 

医1〃及び医「〃 略 

 

 

日野町職員 職務 専念 義務 特例 関 条例 一部改正  

第5条 日野町職員 職務 専念 義務 特例 関 条例医昭和45 日野町条例第17号〃 一部を次 う 改正  

改正  改正前 

 

医目的〃 

第 1 条 条例 地方公務員法医昭和 「5 法 第 「61 号〃第 」5 条

及び地方教育行政 組織及び運営 関 法 昭和 」1 法 第

16「 条 第 11 条第 5項 規定 基 職務 専念 義務 特例

関 規定 を目的  

 

 

医目的〃 

第 1 条 条例 地方公務員法医昭和 「5 法 第 「61 号〃第 」5 条

規定 基 職務 専念 義務 特例 関 規定

を目的  

 

 



日野町職員 勤務時間 休暇等 関 条例 一部改正  

第6条 日野町職員 勤務時間 休暇等 関 条例医 成6 日野町条例第「1号〃 一部を次 う 改正  

改正  改正前 

 

医臨時的任用職員 休暇〃 

第 17 条 臨時的任用職員医地方公務員法第 「「 条 」 第 4 項 規定

基 臨時的 任用さ 職員及び地方公務員 育児休業等 関

法 医 成 」 法 第 110 号〃第 6 条第 1項 規定 基 臨時

的 任用さ 職員をいう 〃 休暇 い 別 定  

 

医会計 度任用職員 勤務時間等〃 

第 18 条 地方公務員法第 「「 条 「第 1項 規定 会計 度任用職

員 勤務時間 休日並び 休暇等 い 第 「条 前条

規定 わ 職務 性質等を考慮 別 定 基

準 従い 任命権者 定  

 

 

医臨時的任用職員 休暇〃 

第 17 条 臨時的任用職員医地方公務員法第 「「 条 規定 基 臨時

的 任用さ 職員及び地方公務員 育児休業等 関 法 医

成 」 法 第 110 号〃第 6 条第 1 項 規定 基 臨時的 任用さ

職員をいう 〃 休暇 い 別 定  

 

医非常勤職員 勤務時間 休暇等〃 

第 18 条 非常勤職員医再任用短時間勤務職員を除く 〃 勤務時間 休

暇等 い 職務 性質等を考慮 別 定 基準

従い 任命権者 定  

 

  



日野町職員 育児休業等 関 条例 一部改正  

第7条 日野町職員 育児休業等 関 条例医 成4 日野町条例第」号〃 一部を次 う 改正  

改正  改正前 

 

医育児休業を い 職員 期末手当等 支給〃 

第 6 条 略 

「 日野町職員 給与 関 条例第 「0 条第 1 項 規定

基準日 育児休業を い 職員医地方公務員法医昭和 「5 法 第

「61 号〃第 「「 条 「 第 1 項 規定 会計 度任用職員を除く 〃

うち 基準日 前 6箇月 期間 い 勤務 期間 あ 職員

当該基準日 係 勤勉手当を支給  

 

医育児休業を 職員 職務復 号給 調整〃 

第 7 条 育児休業を 職員医地方公務員法第 「「 条 「 第 1 項 規定

会計 度任用職員を除く 〃 職務 復 場合 い 部

他 職員 均衡 必要 あ 認 育児

休業 期間を 100 分 100 換算率 換算 得 期間を

引 勤務 職務 復 日及び

日 最初 職員 昇給を行う日 日野町職員 初任

給 昇格 昇給等 基準 関 規則医昭和 48 日野町規則第 6号〃

定 日又 い 日 昇給 場合 準 者

号給を調整  

 

 

医育児休業を い 職員 期末手当等 支給〃 

第 6 条 略 

「 日野町職員 給与 関 条例第 「0 条第 1 項 規定

基準日 育児休業を い 職員 うち 基準日 前 6箇月

期間 い 勤務 期間 あ 職員 当該基準日 係 勤勉手

当を支給  

 

 

医育児休業を 職員 職務復 号給 調整〃 

第 7 条 育児休業を 職員 職務 復 場合 い 部

他 職員 均衡 必要 あ 認 育児休業

期間を100分 100 換算率 換算 得 期間を引

勤務 職務 復 日及び 日

最初 職員 昇給を行う日 日野町職員 初任給 昇格 昇

給等 基準 関 規則医昭和 48 日野町規則第 6 号〃 定 日又

い 日 昇給 場合 準 者 号給を調整

 

 

  



日野町特別職 職員 非常勤 報酬及び費用弁償 関 条例 一部改正  

第8条 日野町特別職 職員 非常勤 報酬及び費用弁償 関 条例医昭和56 日野町条例第10号〃 一部を次 う 改正  

改正  改正前 

 

医趣旨〃 

第 1 条 条例 地方自治法医昭和 「「 法 第 67 号〃第 「0」 条

「 第 5 項規定 基 特別職 職員 非常勤 医別 条例 定

を除く 非常勤 職員 いう 〃 対 支給

報酬及び費用弁償 額並び 支給方法 い 必要 事項を定

 

別表医第「条関係〃報酬 

職  報酬額  

略 

農業 者選考委員会委員 略 

略 

部落差別撤廃及び人権擁護審議会委員 略 

略 

農地利用最適化推進委員 略 

略 

空 家等対策委員会委員 略 

学校  雨 学校 額 97,900  

黒坂 学校    89,100  

日野中学校   9」,500  

学校歯科  雨 学校   70,」00  

黒坂 学校   64,000  

 

医趣旨〃 

第 1 条 条例 地方自治法医昭和 「「 法 第 67 号〃第 「0」 条

規定 基 特別職 職員 非常勤 医別 条例 定

を除く 非常勤 職員 いう 〃 対 支給 報酬及び

費用弁償 額並び 支給方法 い 必要 事項を定

 

別表医第「条関係〃報酬 

職  報酬額  

略 

農業 者選考委員会委員 略 

人権教育推進員 月額 148,600  

生活相談員   148,600  

略 

部落差別撤廃及び人権擁護審議会委員 略 

英語指 助手 月額 」40,000  

略 

農地利用最適化推進委員 略 

日野町スポ ツ指 員   」00,000  

略 

空 家等対策委員会委員 略 

他 特別職 

 

 

 

 

月額 18「,500  



日野中学校   70,」00  

学校耳鼻科  雨 黒坂 学校

日野中学校 

  140,600  

学校眼科  雨 黒坂 学校

日野中学校 

  140,600  

学校薬剤師 雨 学校   「4,100  

黒坂 学校   「4,100  

日野中学校   「4,100  

保育所  日額 」5,000  

保育所歯科  額 「0,000  

福祉事務所嘱  日額 1」,570  

福祉事務所嘱 歯科    1」,570  

産業  月額 「0,000  

専門委員及び 掲 者を除く附

属機関 委員 他構成員 

医別 報酬 額を定 い を除

く 〃 

日額   」,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



日野町技能労務職員 給与 種類及び基準 関 条例 一部改正  

第9条 日野町技能労務職員 給与 種類及び基準 関 条例医昭和48 日野町条例第9号〃 一部を次 う 改正  

改正  改正前 

 

医給与 種類〃 

第 「 条 職員 給与 種類 給料 扶養手当 居手当 通勤手

当 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手

当 夜間 勤務手当 宿日直手当 期末手当及び勤勉手当  

 

 

医給料〃 

第 」 条 給料 正規 勤務時間 勤務 対 報酬 あ

扶養手当 居手当 通勤手当 単身赴任手当 特殊勤務手

当 時間外勤務手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当

期末手当及び勤勉手当を含 い  

「 略 

 

 

第 11 条 削除 

 

 

 

 

医支給額決定 基準〃 

第 14 条 職員 給与 額 日野町職員 給与 関 条例医昭和

48 日野町条例第6号〃 適用を 者 給与 額 権衡並

び 職務 特殊性及び実態を考慮 定  

 

 

医期末手当〃 

第 1「 条 期末手当 6 月 1 日及び 1「 月 1 日医 条 い

 

医給与 種類〃 

第 「 条 職員 給与 種類 給料 扶養手当 居手当 通勤手

当 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手

当 夜間 勤務手当 宿日直手当 寒冷地手当 期末手当及び勤

勉手当  

 

医給料〃 

第 」 条 給料 正規 勤務時間 勤務 対 報酬 あ

扶養手当 居手当 通勤手当 単身赴任手当 特殊勤務手

当 時間外勤務手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当

寒冷地手当 期末手当及び勤勉手当を含 い  

「 略 

 

医寒冷地手当〃 

第 11 条 寒冷地手当 町長 定 日医 基準日 いう 〃

い 在職 職員医町長 定 職員を除く 〃 対 支給

基準日 翌日 採用 異動等 事由 職員 在

職 者 対 様  

 

医支給額決定 基準〃 

第 14 条 職員 給与 額 日野町職員 給与 関 条例医昭和

48 日野町条例第 6号 給与条例 いう 〃 適用を

者 給与 額 権衡並び 職務 特殊性及び実態を考慮

定  

 

医期末手当〃 

第 1「 条 期末手当 」月 1日 6月 1日及び 1「月 1 日医



日を 基準日 いう 〃 在職 職員

対 基準日 属 月 町長 定 日 支給

基準日前 1箇月 退職 若 く 地方公務員

法第 16 条第 1 項 該当 法第 「8 条第 4 項 規定 失

職 又 死亡 職員医町長 定 職員を除く 〃 い

様  

 

医会計 度任用職員 給与〃 

第 18 条 地方公務員法第 「「 条 「 第 1 項 規定 会計 度任

用職員 い 日野町会計 度任用職員 給与及び費用弁償

関 条例 和元 日野町条例第 号 規定を準用  

条 い 日を 基準日 いう 〃 在職

職員 対 基準日 属 月 町長 定 日

支給 基準日前 1箇月 退職 若 く 地方

公務員法第 16 条第 1 項 該当 法第 「8 条第 4 項 規定

失職 又 死亡 職員医町長 定 職員を除く 〃

い 様  

 

医賃金等 雇用 職員 給与〃 

第 18 条 賃金等 雇用 職員 い 任命権者 条

例 規定 わ 他 職員 権衡を考慮 予算 範囲

給与を支給  

 

日野町職員等 旅費 関 条例 一部改正  

第10条  日野町職員等 旅費 関 条例医昭和46 日野町条例第1「号〃 一部を次 う 改正  

改正  改正前 

 

医目的〃 

第 1 条 略 

「 町 職員医日野町職員 給与 関 条例医昭和 48 日野町条

例第 6 号〃 規定 職員医非常勤職員医地方公務員法医昭和 「5

法 第 「61 号〃第 「8 条 5 第 1 項 規定 短時間勤務 職を占

職員及び 法第「「条 「第 1項第「号 掲 職員を除く 〃

除く 〃〃及び職員 外 者 対 支給 旅費 関 他

条例 特別 定 あ 場合を除くほ 条例 定

 

 

 

医目的〃 

第 1 条 略 

「 町 職員医地方公務員法医昭和 「5 法 第 「61 号〃第 」 条第 「 項

規定 職員をいい 地方公営企業等 労働関係 関 法

医昭和 「7 法 第 「89 号〃第 」 条第 4 項 規定 職員及び 法

附則第 5項 規定 単純 労務 雇用さ 職員を除く 〃及び

職員 外 者 対 支給 旅費 関 他 条例 特別

定 あ 場合を除くほ 条例 定  

 

 

 



日野町簡易水 事業 勤務 職員 給与 種類及び基準 関 条例 一部改正  

第11条  日野町簡易水 事業 勤務 職員 給与 種類及び基準 関 条例医昭和60 日野町条例第8号〃 一部を次 う 改正  

改正  改正前 

 

医目的〃 

第 1 条 条例 地方公営企業等 労働関係 関 法 医昭

和 「7 法 第 「89 号〃第 17 条第 1 項 い 準用 地方公営

企業法医昭和 「7 法 第 「9「 号〃第 」8 条第 4 項 規定 基

簡易水 事業 勤務 職員 給与 種類及び基準を定

を目的  

 

医給与 種類〃 

第 「 条 簡易水 事業 勤務 職員 常時勤務を要 並

び 地方公務員法医昭和 「5 法 第 「61 号 法 いう 〃

第 「「 条 「 第 1 項 規定 及び 法第 「8 条 5 第 1 項

規定 短時間勤務 職を占 医 職員 いう 〃

給与 種類 給料及び手当  

「 略 

」 手当 種類 管理職手当 扶養手当 居手当 通勤手当

単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当

夜間勤務手当 宿日直手当 管理職員特別勤務手当 期末手当及

び勤勉手当  

 

医給料表〃 

第 」 条 略 

「 略 

」 給料表 種類 給料表 定 職務 級及び号給 数並び 各

職務 級 最 号給 給料額及び号給間 給料額 差

額 地方公営企業法第 」8 条第 「 項及び第 」 項 規定 趣旨

従 定 い  

 

 

医目的〃 

第 1 条 条例 地方公営企業等 労働関係 関 法 医昭

和 「7 法 第 「89 号〃第 17 条第 1 項 い 準用 地方公営

企業法医昭和 「7 法 第 「9「 号 法 いう 〃第 」8 条第

4 項 規定 基 簡易水 事業 勤務 職員 給与 種類

及び基準を定 を目的  

 

医給与 種類〃 

第 「 条 簡易水 事業 勤務 職員 常時勤務を要 医

職員 いう 〃 給与 種類 給料及び手当  

 

 

 

「 略 

」 手当 種類 管理職手当 扶養手当 居手当 通勤手当

単身赴任手当 特殊勤務手当 寒冷地手当 時間外勤務手当 休日

勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 管理職員特別勤務手当 期

末手当及び勤勉手当  

 

医給料表〃 

第 」 条 略 

「 略 

」 給料表 種類 給料表 定 職務 級及び号給 数並び 各

職務 級 最 号給 給料額及び号給間 給料額 差

額 法第 」8 条第 「 項及び第 」 項 規定 趣旨 従 定

い  

 



 

第 8 条 削除 

 

 

 

 

 

医休日勤務手当〃 

第 10 条 職員 正規 勤務日 国民 祝日 関 法 医昭和

「」 法 第178号〃 規定 休日及び 末 始等 別 定

日医 休日等 いう 〃 あ 正規 給与を支給  

 

 

医会計 度任用職員 給与〃 

第 17 条 法第 「「 条 「 第 1 項 規定 会計 度任用職員 給

与 い 日野町会計 度任用職員 給与及び費用弁償 関

条例 和元 日野町条例第 号 規定を準用  

 

医寒冷地手当〃 

第 8 条 寒冷地手当 町長 毎 11 月 翌 」 月 各月

初日医 基準日 いう 〃 い 在職 職員医町長

定 職員を除く 〃 対 支給 採用 異動等

事由 職員 在職 者 対 様

 

 

医休日勤務手当〃 

第 10 条 職員 正規 勤務日 国民 祝日 関 法 医昭和

「」 法 第178号〃 規定 休日及び 末 始等 別 定

日医 休日等 いう 〃 当 正規 給与を支給

 

 

医非常勤職員 給与〃 

第 17 条 簡易水 事業 勤務 職員 職員 外 い

職員 給与 権衡を考慮 予算 範囲 給与を支給

 

 

 



日野町職員定数条例 一部改正  

第1「条 日野町職員定数条例医昭和」4 日野町条例第1号〃 一部を次 う 改正  

改正  
改正前 

     

 

定義  

第 1条 条例 職員 日野町長 議会 農業委員会 教

育委員会 事務部局 常時勤務 一般職 地方公務員医臨時的任

用職員医緊急 場合 い 臨時的 任用さ 職員を除く 〃を除

く 〃 をいう  

 

 

定義  

第 1条 条例 職員 日野町長 議会 農業委員会 教

育委員会 事務部局 常時勤務 地方公務員医雇用人及び嘱 を

含 副町長 教育長 固定資産評価員及び 「 ケ月 期間を定

雇用さ 者を除く 〃をいう  

     

 

  



日野町人事行政 運営等 状況 公表 関 条例 一部改正  

第1」条  日野町人事行政 運営等 状況 公表 関 条例医 成17 日野町条例第17号〃 一部を次 う 改正  

改正  改正前 

 

医任命権者 報告〃 

第 「 条 略 

「 前項 規定 人事行政 運営 状況 関 任命権者 報告

い事項 職員医臨時的 任用さ 職員及び非

常勤職員医地方公務員法第 「「 条 「第 1項第 1号 掲 職員及び

法第 「8 条 5 第 1 項 規定 短時間勤務 職を占 職員を

除く 〃を除く 〃 係 次 掲 事項  

 

医1〃～医7〃 略 

 

医公表 方法等〃 

第 」 条 町長 前条第 1項 規定 任命権者 報告及び公

委員会 事務を委 い 鳥 県人事委員会 前 度

業務 状況 報告を 毎 10 月末

項 規定 報告を 概要及び鳥 県人事委員会

報告を公表 い  

「 略 

 

医任命権者 報告〃 

第 「 条 略 

「 前項 規定 人事行政 運営 状況 関 任命権者 報告

い事項 職員医臨時的 任用さ 職員及び非常

勤職員医地方公務員法第 「8 条 5 第 1 項 規定 短時間勤務 職

を占 職員を除く 〃を除く 〃 係 次 掲 事項

 

 

医1〃～医7〃 略 

 

医公表 方法等〃 

第 」 条 町長 第 「条第 1項 規定 任命権者 報告及び

公 委員会 事務を委 い 鳥 県人事委員会 前 度

業務 状況 報告を 毎 10 月末

項 規定 報告を 概要及び鳥 県人事委員

会 報告を公表 い  

「 略 

 

附 則 

条例 和「 4月1日 施行  


